
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の「住まい確保」等に関する行政評価・監視 

― 被災者の生活再建支援の視点から ― 
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平成 23 年 3 月に東北地方を中心として甚大な被害を引き起こした東日本大震災では、多数

の避難者が発生したこともあり、他の避難者との関係等から自宅での生活を余儀なくされる者

が少なくなく、発災当初では食料の提供が受けられない状況や、支援物資などの必要な情報が

知らされない状況、その後には自宅の再建が思うように進まない世帯の存在が指摘された。 

また、平成 28年 4月に発生した熊本地震では、全半壊した自宅や軒先の倉庫で暮らし、自宅

の再建を含めた生活再建が進まない世帯の存在や、30年 7月に発生した西日本を中心とした豪

雨でも浸水を逃れた自宅の 2階で暮らす世帯の存在が指摘された。 

さらに、東日本大震災以降、都市部を中心に、自宅を失った被災者に対して広く供給された、

民間賃貸住宅の借上げによる賃貸型応急住宅は、建設型応急住宅に比べ、迅速に住宅を供給す

ることが可能である一方で、居所が点在することにより、行政などによる見守り活動に多くの

手間と時間が掛かるといった課題が指摘されているほか、建設型応急住宅を含め応急仮設住宅

から円滑に恒久的な住まいに移行するための支援等も課題となっている。 

これらの被災者への支援策としては、被災者生活再建支援法（平成 10年法律第 66号）に基

づく被災者生活再建支援金などの国による経済的な面での支援のほか、地方公共団体等におい

て様々なソフト面での支援が行われており、中には、被災者の自宅再建や生活再建に係る複合

的な課題への支援に取り組む例もみられる。 

このような中、甚大な住家被害を伴う災害は毎年のように発生しており、平成 30年度は、西

日本を中心とした豪雨のほか北海道胆振東部地震により、また、令和元年度には、東日本を中

心とした広域的な地域において風水害をもたらした台風により住家被害が多数生じている。 

さらに、今後起こり得るとされる首都直下地震や南海トラフ地震では、東日本大震災よりも

はるかに多くの避難者が発生することが想定されており、国だけではなく、地方公共団体や被

災者支援を行う関係機関等が連携しながら、これらの災害が発生した際の住まいの確保を含め

た被災者の生活再建の支援のために、あらかじめ対策を講ずることが重要となっている。 

この行政評価・監視では、以上のような状況を踏まえ、被災者の生活再建支援の視点から、

被災地における被災者への支援の実施状況と被災者支援を行う上での課題及び課題への対応状

況を把握し、被災地での課題を踏まえ、今後起こり得るとされる災害への備えへの取組状況等

を把握するとともに工夫した取組例を紹介する。また、これらを通じて、被災者の生活再建や

住まい再建に向けた国や地方公共団体における今後の支援等の在り方を検討したものである。 
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